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帳
票
名

国民健康保険料額決定通知書
更
新
者

工 藤　孝 志
更
新
日

令和　元年１０月３０日

保険料算定基礎

あなたの世帯の保険料額

保
険
料
率

(①＋②－④ 十円未満切り捨て(円))

国民健康保険料額決定通知書

発
行
局
課

公 印
位 置

世 帯 主

通知書番号

通知年月日

作成年月日

１

4 1011 112 2 37 8 95 6

種
別

最高限度額超過分所得割料率

介護

医 療

保険料

の種別

支援

種 別 ご と の 世 帯 合 計
①

最高限度額
③

②

⑥

均等割料率４
所 得 割 額 均 等 割 額

④

⑤

(円)

(円)

(円)

被 保 険 者 氏 名

種 別 の 算 出 内 訳 (円)

※ 保険料負担緩和措置 雇用変動による軽減措置に該当

基 準 総 所 得 金 額

所 得 割 額 （ 減 額 後 ）
合 算 額

５

均等割額
（ ⑤ ＋ ⑥ ）

保 険 料 算 定 対 象 期 間

月数

(円

医療

支援

介護

医療

支援

介護

医療

支援

介護

医療

支援

介護

医療

支援

介護

医療

支援

介護

下段は「※保険料負担緩和措置」に

該当している期間の基準総所得金額

(円)

下記の③各保険料の合算額です。

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

（ 敬 称 略 ）

「０」減額なし

「２」２割減額に該当している月

「５」５割減額に該当している月

「７」７割減額に該当している月

加入月に被保険者均等割額の減額割合を表示しています。

雇用変動による軽減措置対象月
を表示しています。

介 護 保 険 料 算 定 月
「 」

医療

支援

介護

決定通知書 最終

３ 納 期 保 険 料 額 普 通 徴 収 納 期 限

保

険

料

額

及

び

納

期

ご

と

の

内

訳

保 険 料 合 計 額 円

1

2

4-1

4-2

4-3

5

6

7

20

21

21-1

45

46

47

66Ａ

66Ｂ

66Ｃ

66Ａ-1

66Ｂ-1

66Ｃ-1

66Ａ-2

66Ｂ-2

66Ｃ-2

66Ａ-3

66Ｂ-3

66Ｃ-3

66Ａ-4

66Ｂ-4

66C-4

66Ａ-5

66Ｂ-5

66Ｃ-5

66Ａ-6

66Ｂ-6

66Ｃ-6

3

19

5-1

10

11

12

13

14

15

8

9

12-1

16

17

18

9-1

20-1

21-2

21-3

35-1

35-2

35-7

35-8

35-9

35-3

35-4

35-5

35-6

35-10

35-11

42

32

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

75

※ 保険料の納付に口座振替をご利用の場合、振替日は各納期の

29日（２月期は末日）です。ただし、振替日が金融機関の休業日に

あたるときは、前営業日に振り替えます。

普 通 徴 収
納 付 場 所

横 浜 市 指 定 金 融 機 関

横 浜 市 収 納 代 理 金 融 機 関

郵 便 局 ・ 横 浜 市 出 納 機 関

横浜市指定のコンビニエンスストア

２保 険 料 の お 支 払 い 方 法

23-1

25

24

26

27

28

22

23

22-1

29

30

31

（今年度分の保険料額）

67Ａ

67Ｂ

67Ｃ

67Ａ-1

67Ｂ-1

67Ｃ-1

67Ａ-2

67Ｂ-2

67Ｃ-2

67Ａ-3

67Ｂ-3

67Ｃ-3

67Ａ-4

67Ｂ-4

67Ｃ-4

67Ａ-5

67Ｂ-5

67Ｃ-5

67Ａ-6

67Ｂ-6

67Ｃ-6

68Ａ

68Ｂ

68Ｃ

68Ａ-1

68Ｂ-1

68Ｃ-1

68Ａ-2

68Ｂ-2

68Ｃ-2

68Ａ-3

68Ｂ-3

68Ｃ-3

68Ａ-4

68Ｂ-4

68Ｃ-4

68Ａ-5

68Ｂ-5

68Ｃ-5

68Ａ-6

68Ｂ-6

68Ｃ-6

74
」

「

69Ａ

69Ｂ

69Ｃ

69Ａ-1

69Ｂ-1

69Ｃ-1

69Ａ-2

69Ｂ-2

69Ｃ-2

69Ａ-3

69Ｂ-3

69Ｃ-3

69Ａ-4

69Ｂ-4

69Ｃ-4

69Ａ-5

69Ｂ-5

69Ｃ-5

69Ａ-6

69Ｂ-6

69Ｃ-6

70Ａ

70Ｂ

70Ｃ

70Ａ-1

70Ｂ-1

70Ｃ-1

70Ａ-2

70Ｂ-2

70Ｃ-2

70Ａ-3

70Ｂ-3

70Ｃ-3

70Ａ-4

70Ｂ-4

70C-4

70Ａ-5

70Ｂ-5

70Ｃ-5

70Ａ-6

70Ｂ-6

70Ｃ-6

73Ａ

73Ｂ

73Ｃ

73Ａ-1

73Ｂ-1

73Ｃ-1

73Ａ-2

73Ｂ-2

73Ｃ-2

73Ａ-3

73Ｂ-3

73Ｃ-3

73Ａ-4

73Ｂ-4

73Ｃ-4

73Ａ-5

73Ｂ-5

73Ｃ-5

73Ａ-6

73Ｂ-6

73Ｃ-6

71Ａ

71Ｂ

71Ｃ

71Ａ-1

71Ｂ-1

71Ｃ-1

71Ａ-2

71Ｂ-2

71Ｃ-2

71Ａ-3

71Ｂ-3

71Ｃ-3

71Ａ-4

71Ｂ-4

71C-4

71Ａ-5

71Ｂ-5

71Ｃ-5

71Ａ-6

71Ｂ-6

71Ｃ-6

72Ａ

72Ｂ

72Ｃ

72Ａ-1

72Ｂ-1

72Ｃ-1

72Ａ-2

72Ｂ-2

72Ｃ-2

72Ａ-3

72Ｂ-3

72Ｃ-3

72Ａ-4

72Ｂ-4

72Ｃ-4

72Ａ-5

72Ｂ-5

72Ｃ-5

72Ａ-6

72Ｂ-6

72Ｃ-6

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

(円)

33 34

36-1

36-2

36-7

36-8

36-9

36-3

36-4

36-5

36-6

36-10

36-11

37-1

37-2

37-7

37-8

37-9

37-3

37-4

37-5

37-6

37-10

37-11

38-1

38-2

38-7

38-8

38-9

38-3

38-4

38-5

38-6

38-10

38-11

39-1

39-2

39-7

39-8

39-9

39-3

39-4

39-5

39-6

39-10

39-11

43

44

40 4140

介護

医療

支援

63

64

65

01091328
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スペーシングチャート①
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帳
票
名

国民健康保険料額決定通知書
更
新
者

工 藤　孝 志
更
新
日

令和　元年１０月３０日

保険料算定基礎

あなたの世帯の保険料額

保
険
料
率

(①＋②－④ 十円未満切り捨て(円))

国民健康保険料額決定通知書

発
行
局
課

公 印
位 置

世 帯 主

通知書番号

通知年月日

作成年月日

１

4 1011 112 2 37 8 95 6

種
別

最高限度額超過分所得割料率

介護

医 療

保険料

の種別

支援

種 別 ご と の 世 帯 合 計
①

最高限度額
③

②

⑥

均等割料率４
所 得 割 額 均 等 割 額

④

⑤

(円)

(円)

(円)

被 保 険 者 氏 名

種 別 の 算 出 内 訳 (円)

※ 保険料負担緩和措置 雇用変動による軽減措置に該当

基 準 総 所 得 金 額

所 得 割 額 （ 減 額 後 ）
合 算 額

５

均等割額
（ ⑤ ＋ ⑥ ）

保 険 料 算 定 対 象 期 間

月数

(円

医療

支援

介護

医療

支援

介護

医療

支援

介護

医療

支援

介護

医療

支援

介護

医療

支援

介護

下段は「※保険料負担緩和措置」に

該当している期間の基準総所得金額

(円)

下記の③各保険料の合算額です。

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

（ 敬 称 略 ）

「０」減額なし

「２」２割減額に該当している月

「５」５割減額に該当している月

「７」７割減額に該当している月

加入月に被保険者均等割額の減額割合を表示しています。

雇用変動による軽減措置対象月
を表示しています。

介 護 保 険 料 算 定 月
「 」

医療

支援

介護

決定通知書 最終

３ 納 期 保 険 料 額 普 通 徴 収 納 期 限

保

険

料

額

及

び

納

期

ご

と

の

内

訳

保 険 料 合 計 額 円

1

2

4-1

4-2

4-3

5

6

7

20

21

21-1

45

46

47

66Ａ

66Ｂ

66Ｃ

66Ａ-1

66Ｂ-1

66Ｃ-1

66Ａ-2

66Ｂ-2

66Ｃ-2

66Ａ-3

66Ｂ-3

66Ｃ-3

66Ａ-4

66Ｂ-4

66C-4

66Ａ-5

66Ｂ-5

66Ｃ-5

66Ａ-6

66Ｂ-6

66Ｃ-6

3

19

5-1

10

11

12

13

14

15

8

9

12-1

16

17

18

9-1

20-1

21-2

21-3

35-1

35-2

35-7

35-8

35-9

35-3

35-4

35-5

35-6

35-10

35-11

42

32

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

75

※ 保険料の納付に口座振替をご利用の場合、振替日は各納期の

29日（２月期は末日）です。ただし、振替日が金融機関の休業日に

あたるときは、前営業日に振り替えます。

普 通 徴 収
納 付 場 所

横 浜 市 指 定 金 融 機 関

横 浜 市 収 納 代 理 金 融 機 関

郵 便 局 ・ 横 浜 市 出 納 機 関

横浜市指定のコンビニエンスストア

２保 険 料 の お 支 払 い 方 法

23-1

25

24

26

27

28

22

23

22-1

29

30

31

（今年度分の保険料額）

67Ａ

67Ｂ

67Ｃ

67Ａ-1

67Ｂ-1

67Ｃ-1

67Ａ-2

67Ｂ-2

67Ｃ-2

67Ａ-3

67Ｂ-3

67Ｃ-3

67Ａ-4

67Ｂ-4

67Ｃ-4

67Ａ-5

67Ｂ-5

67Ｃ-5

67Ａ-6

67Ｂ-6

67Ｃ-6

68Ａ

68Ｂ

68Ｃ

68Ａ-1

68Ｂ-1

68Ｃ-1

68Ａ-2

68Ｂ-2

68Ｃ-2

68Ａ-3

68Ｂ-3

68Ｃ-3

68Ａ-4

68Ｂ-4

68Ｃ-4

68Ａ-5

68Ｂ-5

68Ｃ-5

68Ａ-6

68Ｂ-6

68Ｃ-6

74
」

「

69Ａ

69Ｂ

69Ｃ

69Ａ-1

69Ｂ-1

69Ｃ-1

69Ａ-2

69Ｂ-2

69Ｃ-2

69Ａ-3

69Ｂ-3

69Ｃ-3

69Ａ-4

69Ｂ-4

69Ｃ-4

69Ａ-5

69Ｂ-5

69Ｃ-5

69Ａ-6

69Ｂ-6

69Ｃ-6

70Ａ

70Ｂ

70Ｃ

70Ａ-1

70Ｂ-1

70Ｃ-1

70Ａ-2

70Ｂ-2

70Ｃ-2

70Ａ-3

70Ｂ-3

70Ｃ-3

70Ａ-4

70Ｂ-4

70C-4

70Ａ-5

70Ｂ-5

70Ｃ-5

70Ａ-6

70Ｂ-6

70Ｃ-6

73Ａ

73Ｂ

73Ｃ

73Ａ-1

73Ｂ-1

73Ｃ-1

73Ａ-2

73Ｂ-2

73Ｃ-2

73Ａ-3

73Ｂ-3

73Ｃ-3

73Ａ-4

73Ｂ-4

73Ｃ-4

73Ａ-5

73Ｂ-5

73Ｃ-5

73Ａ-6

73Ｂ-6

73Ｃ-6

71Ａ

71Ｂ

71Ｃ

71Ａ-1

71Ｂ-1

71Ｃ-1

71Ａ-2

71Ｂ-2

71Ｃ-2

71Ａ-3

71Ｂ-3

71Ｃ-3

71Ａ-4

71Ｂ-4

71C-4

71Ａ-5

71Ｂ-5

71Ｃ-5

71Ａ-6

71Ｂ-6

71Ｃ-6

72Ａ

72Ｂ

72Ｃ

72Ａ-1

72Ｂ-1

72Ｃ-1

72Ａ-2

72Ｂ-2

72Ｃ-2

72Ａ-3

72Ｂ-3

72Ｃ-3

72Ａ-4

72Ｂ-4

72Ｃ-4

72Ａ-5

72Ｂ-5

72Ｃ-5

72Ａ-6

72Ｂ-6

72Ｃ-6

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

(円)

33 34

36-1

36-2

36-7

36-8

36-9

36-3

36-4

36-5

36-6

36-10

36-11

37-1

37-2

37-7

37-8

37-9

37-3

37-4

37-5

37-6

37-10

37-11

38-1

38-2

38-7

38-8

38-9

38-3

38-4

38-5

38-6

38-10

38-11

39-1

39-2

39-7

39-8

39-9

39-3

39-4

39-5

39-6

39-10

39-11

43

44

40 4140

介護

医療

支援

63

64

65

01091328
テキストボックス
スペーシングチャート②（1/2）



NLP SPACING CHART (HIGH==>80 LINES=13INCHES：WIDE==>10INCHES)  [Excel:High=14.25, Wide=0.85, Scale=95%]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0
1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0
2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0
3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0
4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0
5
1

5
2

5
3

5
4

5
5

5
6

5
7

5
8

5
9

6
0
6
1

6
2

6
3

6
4

6
5

6
6

6
7

6
8

6
9

7
0
7
1

7
2

7
3

7
4

7
5

7
6

7
7

7
8

7
9

8
0
8
1

8
2

8
3

8
4

8
5

8
6

8
7

8
8

8
9

9
0
9
1

9
2

9
3

9
4

9
5

9
6

9
7

9
8

9
9

1
0
0

1 1

2 2

3 Ｎ ＮＮ Ｎ Ｎ Ｎ ＮＮ Ｎ Ｎ Ｎ ＮＮ Ｎ Ｎ Ｎ ＮＮ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ ＮＮＮＮXXXXXXＮ△ 3

4 XXXXXＮＮ ＮＮＮＮ１１ＮＮＮＮＮ△ 4

5 XXXXXXXXXX 　   5

6 XXX8XXXX  6

7 ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ２５ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ△△△ ＮＮＮＮＮ１１ＮＮＮＮ 7

8 ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ２５ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ△△△ ＮＮＮＮＮ１２ＮＮＮＮＮ 8

9 ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ２５ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ△△△ ＮXXX8XXXX 9

10 ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ２７ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ△Ｎ△ ＮＮＮＮＮＮＮＮ１８ＮＮＮＮＮＮＮＮ△△ 10

11 XXX XXXX12XXXX XXＮXX 11

12 ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ２３ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ XXX XXXX12XXXXXX  12

13 XXXXXX 13

14 14

15 ＮＮＮＮ１０ＮＮＮＮ△△ 15

16 XXX8XXXX 16

17 17

18 ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ２７ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ△Ｎ△ 18

19 19

20 ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ４７ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 20

21 21

22 22

23 Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ４４ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 ＮＮＮＮＮＮＮＮ ＮＮＮＮＮＮＮＮ ＮＮＮＮＮＮＮＮ ＮＮＮＮＮＮＮＮ 28

29 29

30 Z,ZZZ,ZZ9 XX  ＮＮ Z,ZZZ,ZZ9  Z,ZZZ,ZZ9  Z,ZZZ,ZZ9 30

31 XX  ＮＮ Z,ZZZ,ZZ9  Z,ZZZ,ZZ9  Z,ZZZ,ZZ9 31

32  XX  ＮＮ Z,ZZZ,ZZ9  Z,ZZZ,ZZ9  Z,ZZZ,ZZ9  32

33 ＮＮＮＮＮＮＮＮ XX  ＮＮ Z,ZZZ,ZZ9  Z,ZZZ,ZZ9  Z,ZZZ,ZZ9 33

34 XX  ＮＮ Z,ZZZ,ZZ9  Z,ZZZ,ZZ9  Z,ZZZ,ZZ9 34

35 Z,ZZZ,ZZ9 XX  ＮＮ Z,ZZZ,ZZ9  Z,ZZZ,ZZ9  Z,ZZZ,ZZ9 35

36 XX  ＮＮ Z,ZZZ,ZZ9  Z,ZZZ,ZZ9  Z,ZZZ,ZZ9 36

37 ＮＮＮＮＮＮＮＮ  XX  ＮＮ Z,ZZZ,ZZ9  Z,ZZZ,ZZ9  Z,ZZZ,ZZ9 37

38 XX  ＮＮ Z,ZZZ,ZZ9  Z,ZZZ,ZZ9  Z,ZZZ,ZZ9 38

39 Z,ZZZ,ZZ9 XX  ＮＮ Z,ZZZ,ZZ9  Z,ZZZ,ZZ9  Z,ZZZ,ZZ9 39

40 40

41  NNNNNN 41

42 NNXXNN XXNN Z,ZZZ,ZZ9 Z,ZZZ,ZZ9 Z,ZZZ,ZZ9 42

43 NNXXNN XXNN Z,ZZZ,ZZ9 Z,ZZZ,ZZ9 Z,ZZZ,ZZ9 43

44 NNXXNN XXNN Z,ZZZ,ZZ9 Z,ZZZ,ZZ9 Z,ZZZ,ZZ9 44

45 NNXXNN XXNN Z,ZZZ,ZZ9 Z,ZZZ,ZZ9 Z,ZZZ,ZZ9 45

46 NNXXNN XXNN Z,ZZZ,ZZ9 Z,ZZZ,ZZ9 Z,ZZZ,ZZ9 46

47 47

48 Z,ZZZ,ZZ9 Z,ZZZ,ZZ9 Z,ZZZ,ZZ9 48

49 49

50 Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ３２ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 50

51 51

52 ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ５２ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 52

53 53

54 54

55 55

56 ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ５３ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 56

57 ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ５３ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0
1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0
2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0
3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0
4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0
5
1

5
2

5
3

5
4

5
5

5
6

5
7

5
8

5
9

6
0
6
1

6
2

6
3

6
4

6
5

6
6

6
7

6
8

6
9

7
0
7
1

7
2

7
3

7
4

7
5

7
6

7
7

7
8

7
9

8
0
8
1

8
2

8
3

8
4

8
5

8
6

8
7

8
8

8
9

9
0
9
1

9
2

9
3

9
4

9
5

9
6

9
7

9
8

9
9

1
0
0

ペ ー ジ ＸＸＸ（１／１）
帳

票

名

子ども世帯減免承認決定通知書（バッチ）
更

新

者

更

新

日

平 成 26 年 12 月 4 日

9 10

帳 票 レ イ ア ウ ト 賦 課 サ ブ シ ス テ ム
作

成

者

作

成

日

平 成 26 年 2 月 4 日
ドキュメント

番号
ＲＣＩＤ１０－ＸＸＸ－ＸＸ

13 13

1 2 3 4 5 6 7 8

10 10

11 11

12 12

7 7

8 8

9 9

4 4

5 5

6 6

6 7

2 2

3 3

8 9

1 1

0 1 2 3 4 5

発
行
局
課
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通知年月日

世帯主氏名

公印
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円

円

円

１ 減 免 額 ２ 各納期の減免

お問合せの際にはこの番号をお知らせください。

注 意 この処分について分からないことがあるときは、区役所保険年金課保険係にお問い合わせください。

に、文書又は口頭で神奈川県国民健康保険審査会（神奈川県庁内）に審査請求をすることができます。

この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内１

算して６か月以内に横浜市を被告として（訴訟において横浜市を代表する者は横浜市長となります。）処

この審査請求に対する裁決があり、なお不服があるときは、裁決があったことを知った日の翌日から起２

分の取消しの訴えをすることができます。

ができません。ただし、次のいずれかの場合には審査請求に対する裁決を経ないで、訴えを提起すること

処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起すること３

ができます。

①審査請求をした日から３か月を経過しても裁決がないとき。

②処分、処分の執行、又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
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１行下へ移動

１行下へ移動

「平成ＮＮ年度」

を追加。

「承認決定」

「額変更」

「額取消」

の打ち分け。

左づめ。

41
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「承認の内容」

「変更の内容」

「取消の内容」

の打ち分け。

「決定した減免

額△」

「変更した減免

額△」

「取消した減免

額△」

の打ち分け。
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「減免前保険料

額△」

「取消前保険料

額△」

の打ち分け。
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「減免後保険料額

△」

「取消後保険料額

△」

の打ち分け。

45

「△減免前保険

料△」

「△取消前保険

料△」

の打ち分け。

46

「減△△免△△額△」

「△変更後減免額△」

「△減免取消額△△」

の打ち分け。

「△減免後保険料△」

「△取消後保険料△」

の打ち分け。
48

「備考△△」

「変更理由」

「取消理由」

の打ち分け。

49

この範囲は全て１

行下へ移動

47
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保 険 料 の お 支 払 い 方 法

平成 23年 10月 27日 ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ番号

令 和 1 年 11 月 12 日 ページ

5 6 7 8 9

帳 票 レ イ ア ウ ト 賦 課 サ ブ シ ス テ ム
作
成
者

工 藤

帳

票

名

101112 21 37 8 94 5 6

保険料算定基礎

「ﾋ」又は「ｶ」保険料算定方法の変更による経過措置に該当

種

別

最高限度額超過分あなたの世帯の保険料額

保
険
料
率

納 期

国民健康保険料額通知書

発
行
局
課

通知書番号

通知年月日

作成年月日

世 帯 主１

公 印
位 置の国民健康保険料額をお知らせいたします。

区役所にお問合せの際にはこの番号をお知らせください。

円保 険 料 合 計 額

普通徴収の納期限

所得割料率

介護

医療

保険料

の種別

支援

種 別 ご と の 世 帯 合 計

保
険
料
額
及
び
納
期
ご
と
の
内
訳

３

①
最高限度額 ③

②

⑥

均等割料率４
所 得 割 額 均 等 割 額

④

⑤

※ この通知書は、下記の理由により作成しています。

(円)

(円)

(円)

被 保 険 者 氏 名

種 別 の 算 出 内 訳 (円)

※ 保険料負担緩和措置

雇用変動による軽減措置に該当「（内容は裏面をご覧ください。）

基 準 総 所 得 金 額

所 得 割 額 （ 減 額 後 ）
合 算 額

５
均等割額

（ ⑤ ＋ ⑥ ）

保 険 料 算 定 対 象 期 間

月数

医療

支援

介護

医療

支援

介護

医療

支援

介護

医療

支援

介護

下段は「※保険料負担緩和措置」に

該当している期間の基準総所得金額

(円)

加入月の減額割合を表示しています。

（敬称略）

雇用変動軽減措置対象月
」 を表示しています。「 」

A

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

介護分保険料算定月

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

円 円

計

医療

支援

介護

医療

支援

介護

(①＋②－④ 十円未満切り捨て(円))① ②所 得 割 額 均 等 割 額(円)(円) (円

医療

支援

介護

医療

支援

介護

介 護

医 療

支 援

横 浜 市 指 定 金 融 機 関

横 浜 市 収 納 代 理 金 融 機 関

郵 便 局 ・ 横 浜 市 出 納 機 関

横 浜 市 指 定 の コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア

納
付
場
所

２

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

医療

支援

介護

1

1‐2 1‐4

2 3

4‐1

4‐2
4‐3

5 5‐1

6

7

8

9 9‐1

10
11

12

13

12‐1

14

15

16

1
18

19
20

20‐1

21 21‐1

22 23

24

24‐1

24‐2

25

25‐1

25‐2

25‐3

26 27
28 28‐1

29

30

30‐1

31

31‐1

32

33

33‐1

34

34‐1

35

‐4

‐2

‐3

‐5

‐6

‐7

‐8

‐9

‐10

‐11

‐12

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

75A 76A

76B

76C

76A‐1

76B‐1

76C‐1

76A‐2

76B‐2

76C‐2

76A‐3

76B‐3

76C‐3

76A‐4

76B‐4

76C‐4

76A‐5

76B‐5

76C‐5

77A

77B

77C

77A‐1

77B‐1

77C‐1

77A‐2

77B‐2

77C‐2

77C‐3

77C‐4

77C‐5

77A‐3

77A‐4

77A‐5

77B‐3

77B‐4

77B‐5

78A

78B

78C

78A‐1

78B‐1

78C‐1

78A‐2

78A‐3

78A‐4

78A‐5

78A‐2

78A‐3

78A‐4

78A‐5

78C‐2

78C‐3

78C‐4

78C‐5

79A

79B

79C

79A‐1

79B‐1

79C‐1

79A‐2

79A‐3

79A‐4

79A‐5

79B‐2

79B‐3

79B‐4

79B‐5

79C‐2

79C‐3

79C‐5

79B‐4

80A

80B

80C

80A‐1

80B‐1

80C‐1

80A‐2

80A‐3

80A‐4

80A‐5

80B‐2

80B‐3

80B‐4

80B‐5

80C‐2

80C‐3

80C‐4

80C‐5

81A

81B

81C

81A‐1

81A‐2

81A‐3

81A‐4

81A‐5

81B‐1

81B‐2

81B‐3

81B‐4

81B‐5

81C‐1

81C‐2

81C‐3

81C‐4

81C‐5

84

1‐3 1‐5

「０」減額なし

「２」均等割額を２割減額

「５」均等割額を５割減額

「７」均等割額を７割減額

83B

83C

83A‐1

83B‐1

83C‐1

83A‐2

83B‐2

83C‐2

83A‐3

83B‐3

83C‐3

83A‐4

83B‐4

83C‐4

83B‐5

83C‐5

83A‐5

82A

82B

82C

82A‐1

82B‐1

82C‐1

82A‐2

82A‐2

82A‐2

82A‐3

82B‐3

82C‐3

82A‐4

82B‐4

82C‐4

82A‐5

82B‐5

82C‐5

85

86

75B

75C

75A‐

75B‐

75C‐1

75A‐2

75A‐

75A‐4

75B‐2

75B‐

75B‐4

75C‐2

75C‐3

75C‐4

75A‐5

75B‐5

75C‐5

83A

下記の③各保険料の合算額です。

計

41‐1

47

37

差引増減額（ＢーＡ）

46‐142‐1 43‐1 45‐144‐1

48

38

B 36
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‐4
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‐6

‐7

‐8

‐9

‐10

‐11

‐12

‐2

‐3

‐4

‐5

‐6

‐7

‐8

‐9

‐10

‐11

‐12

‐2

‐3

‐4

‐5

‐6

‐7

‐8

‐9

‐10

‐11

‐12

‐2

‐3

‐4

‐5

‐6

‐7

‐8

‐9

‐10

‐11

‐12

535251

39 40

73

74

72

49 50

‐2

‐3

‐4

‐5

‐6

‐7

‐8

‐9

‐10

‐11

‐12
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22 ＮＮ５Ｎ Ｎ△△△ ＮＮ５ＮＮ△△△ 22
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24 ＮＮＮＮＮ１１Ｎ ＮＮＮ△ Ｎ４ＮＮ △ＮＮＮ Ｎ１０ＮＮＮＮ△ Z Z ZZ Z Z9 Z ZZ ZZZ 9 ZZ Z ZZ Z 9ZZ ZZ Z Z9 XX X XX X XX X 24
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50 ＮＮＮＮ ＮＮＮＮ X XX X XX XXX X XX XX XX X XX X XX X XX X Z ZZ ZZZ Z ZZ Z Z9 Z ZZZ ZZ 9 ZZ Z ZZ Z ZZ Z ZZ 9 50

51 ＮＮＮＮ ＮＮＮＮ XX X XX X XX XXX X XX XX XX X XX X XX X XX X Z ZZ ZZZ Z ZZ Z Z9 Z ZZZ ZZ 9 ZZ Z ZZ Z ZZ Z ZZ 9 51

52 ＮＮＮＮ ＮＮＮＮ XX X XX X XX XXX X XX XX XX X XX X XX X XX X Z ZZ ZZZ Z ZZ Z Z9 Z ZZZ ZZ 9 ZZ Z ZZ Z ZZ Z ZZ 9 52

53 ＮＮＮＮ ＮＮＮＮ Z ZZ Z ZZ ZZZ Z Z9 00 00 0 77 7 77 7 71 2 Z ZZ ZZZ Z ZZ Z Z9 Z ZZZ ZZ 9 ZZ Z ZZ Z ZZ Z ZZ 9 53

54 ＮＮＮＮ ＮＮＮＮ * ﾋ Z ZZ Z ZZ ZZZ Z Z9 ** * ** * * 7 Z ZZ ZZZ Z ZZ Z Z9 Z ZZZ ZZ 9 ZZ Z ZZ Z ZZ Z ZZ 9 54

55 ＮＮＮＮ ＮＮＮＮ ｶ Z ZZ Z ZZ ZZZ Z Z9 ** ** * ** * ** * *1 2 Z ZZ ZZZ Z ZZ Z Z9 Z ZZZ ZZ 9 ZZ Z ZZ Z ZZ Z ZZ 9 55

56 ＮＮＮＮ ＮＮＮＮ Z ZZ Z ZZ ZZZ Z Z9 00 00 0 77 7 77 7 71 2 Z ZZ ZZZ Z ZZ Z Z9 Z ZZZ ZZ 9 ZZ Z ZZ Z ZZ Z ZZ 9 56

57 ＮＮＮＮ ＮＮＮＮ * Z ZZ Z ZZ ZZZ Z Z9 * * * 3 Z ZZ ZZZ Z ZZ Z Z9 Z ZZZ ZZ 9 ZZ Z ZZ Z ZZ Z ZZ 9 57

58 ＮＮＮＮ ＮＮＮＮ ** ** * ** * * 9 Z ZZ ZZZ Z ZZ Z Z9 Z ZZZ ZZ 9 ZZ Z ZZ Z ZZ Z ZZ 9 58
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平成 23年 10月 27日 ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ番号 RCUI010-001-00

令和元年10月 30日 ページ
帳

票

名
保険料額通知書

更
新
者

工 藤 孝 志
更
新
日

帳 票 レ イ ア ウ ト 賦 課 サ ブ シ ス テ ム
作
成
者

工 藤 孝 志
作
成
日

「０」減額なし

「２」均等割額を２割減額

「５」均等割額を５割減額

「７」均等割額を７割減額

10 1112 21 37 8 94 5 6

保険料算定基礎

「ﾋ」又は「ｶ」保険料算定方法の変更による経過措置に該当

種

別

(①＋②－④ 十円未満切り捨て(円))
最高限度額超過分

あなたの世帯の保険料

保
険
料
率

納 期

国民健康保険料額通知書

発
行
局
課

通知書番号

通知年月日

作成年月日

世 帯 主１

公印
位置の国民健康保険料額をお知らせいたします。

お問い合わせの際にはこの番号をお知らせください。

円保 険 料 合 計 額

普通徴収の納期限

所得割料率

介護

医療

保険料

の種別

支援

種 別 ご と の 世 帯 合 計

保
険
料
額
及
び
納
期
ご
と
の
内
訳

３

①
最高限度額

③

②

⑥

均等割料率４
所 得 割 額 均 等 割 額

④

⑤

※ この通知書は、下記の理由により作成しています。

(円)

(円)

(円)

被 保 険 者 氏 名

種 別 の 算 出 内 訳 (円)

※ 保険料負担緩和措置

雇用変動による軽減措置に該当「（内容は裏面をご覧ください。）

基 準 総 所 得 金 額

所 得 割 額 （ 減 額 後 ）
合 算 額

５
均等割額

（ ⑤ ＋ ⑥ ）

保 険 料 算 定 対 象 期 間

月数

(円)

医療

支援

介護

医療

支援

介護

医療

支援

介護

医療

支援

介護

下段は「※保険料負担緩和措置」に

該当している期間の基準総所得金額

(円)

加入月の減額割合を表示しています。

（敬称略）

雇用変動軽減措置対象月
」 を表示しています。「 」

A B

差引増減額（㋑ー㋐）

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

介護分保険料算定月

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

徴収方法

円 円㋐ ㋑

計

医療

支援

介護

医療

支援

介護

(①＋②－④ 十円未満切り捨て(円))① ②所 得 割 額(円)(円) (円)

医療

支援

介護

医療

支援

介護

介護

医療

支援

横 浜 市 指 定 金 融 機 関

横 浜 市 収 納 代 理 金 融 機 関

郵 便 局 ・ 横 浜 市 出 納 機 関

横 浜 市 指 定 の コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア

納
付
場
所

２

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

医療

支援

介護

額通知書 最終

01091328
テキストボックス
スペーシングチャート④【オンライン】
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ペ ー ジ ＸＸＸ（１／１）
帳

票

名

子ども世帯減免承認決定通知書（バッチ）
更

新

者

更

新

日

平 成 26 年 12 月 4 日

9 10

帳 票 レ イ ア ウ ト 賦 課 サ ブ シ ス テ ム
作

成

者

作

成

日

平 成 26 年 2 月 4 日
ドキュメント

番号
ＲＣＩＤ１０－ＸＸＸ－ＸＸ

13 13

1 2 3 4 5 6 7 8

10 10

11 11

12 12

7 7

8 8

9 9

4 4

5 5

6 6

6 7

2 2

3 3

8 9

1 1

0 1 2 3 4 5

発
行
局
課

整理番号

通知年月日

世帯主氏名

公印

う

円

円

円

１ 減 免 額 ２ 各納期の減免

お問合せの際にはこの番号をお知らせください。

注 意 この処分について分からないことがあるときは、区役所保険年金課保険係にお問い合わせください。

に、文書又は口頭で神奈川県国民健康保険審査会（神奈川県庁内）に審査請求をすることができます。

この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内１

算して６か月以内に横浜市を被告として（訴訟において横浜市を代表する者は横浜市長となります。）処

この審査請求に対する裁決があり、なお不服があるときは、裁決があったことを知った日の翌日から起２

分の取消しの訴えをすることができます。

ができません。ただし、次のいずれかの場合には審査請求に対する裁決を経ないで、訴えを提起すること

処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起すること３

ができます。

①審査請求をした日から３か月を経過しても裁決がないとき。

②処分、処分の執行、又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
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36

28-1
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28-9

28-

34-1

34-2

34-3
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34-5

37

38

39

40-1

40-2

14-1

15-2

１行下へ移動

１行下へ移動

「平成ＮＮ年度」

を追加。

「承認決定」

「額変更」

「額取消」

の打ち分け。

左づめ。

41

42

「承認の内容」

「変更の内容」

「取消の内容」

の打ち分け。

「決定した減免

額△」

「変更した減免

額△」

「取消した減免

額△」

の打ち分け。

43

「減免前保険料

額△」

「取消前保険料

額△」

の打ち分け。

44

「減免後保険料額

△」

「取消後保険料額

△」

の打ち分け。

45

「△減免前保険

料△」

「△取消前保険

料△」

の打ち分け。

46

「減△△免△△額△」

「△変更後減免額△」

「△減免取消額△△」

の打ち分け。

「△減免後保険料△」

「△取消後保険料△」

の打ち分け。
48

「備考△△」

「変更理由」

「取消理由」

の打ち分け。

49

この範囲は全て１

行下へ移動

47

01091328
テキストボックス
スペーシングチャート⑤
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保 険 料 の お 支 払 い 方 法

平成 23年 10月 27日 ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ番号

令 和 1 年 11 月 12 日 ページ

5 6 7 8 9

帳 票 レ イ ア ウ ト 賦 課 サ ブ シ ス テ ム
作
成
者

工 藤

帳

票

名

101112 21 37 8 94 5 6

保険料算定基礎

「ﾋ」又は「ｶ」保険料算定方法の変更による経過措置に該当

種

別

最高限度額超過分あなたの世帯の保険料額

保
険
料
率

納 期

国民健康保険料額通知書

発
行
局
課

通知書番号

通知年月日

作成年月日

世 帯 主１

公 印
位 置の国民健康保険料額をお知らせいたします。

区役所にお問合せの際にはこの番号をお知らせください。

円保 険 料 合 計 額

普通徴収の納期限

所得割料率

介護

医療

保険料

の種別

支援

種 別 ご と の 世 帯 合 計

保
険
料
額
及
び
納
期
ご
と
の
内
訳

３

①
最高限度額 ③

②

⑥

均等割料率４
所 得 割 額 均 等 割 額

④

⑤

※ この通知書は、下記の理由により作成しています。

(円)

(円)

(円)

被 保 険 者 氏 名

種 別 の 算 出 内 訳 (円)

※ 保険料負担緩和措置

雇用変動による軽減措置に該当「（内容は裏面をご覧ください。）

基 準 総 所 得 金 額

所 得 割 額 （ 減 額 後 ）
合 算 額

５
均等割額

（ ⑤ ＋ ⑥ ）

保 険 料 算 定 対 象 期 間

月数

医療

支援

介護

医療

支援

介護

医療

支援

介護

医療

支援

介護

下段は「※保険料負担緩和措置」に

該当している期間の基準総所得金額

(円)

加入月の減額割合を表示しています。

（敬称略）

雇用変動軽減措置対象月
」 を表示しています。「 」

A

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

介護分保険料算定月

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

円 円

計

医療

支援

介護

医療

支援

介護

(①＋②－④ 十円未満切り捨て(円))① ②所 得 割 額 均 等 割 額(円)(円) (円

医療

支援

介護

医療

支援

介護

介 護

医 療

支 援

横 浜 市 指 定 金 融 機 関

横 浜 市 収 納 代 理 金 融 機 関

郵 便 局 ・ 横 浜 市 出 納 機 関

横 浜 市 指 定 の コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア

納
付
場
所

２

減 額 割 合

介 護 分

雇 用 軽 減

医療

支援

介護

1

1‐2 1‐4

2 3

4‐1

4‐2
4‐3

5 5‐1

6

7

8

9 9‐1

10
11

12

13

12‐1

14

15

16

1
18

19
20

20‐1

21 21‐1

22 23

24

24‐1

24‐2

25

25‐1

25‐2

25‐3

26 27
28 28‐1

29

30

30‐1

31

31‐1

32

33

33‐1

34

34‐1

35
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‐2
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‐9

‐10

‐11

‐12

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

75A 76A

76B

76C

76A‐1

76B‐1

76C‐1
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76B‐2

76C‐2

76A‐3

76B‐3

76C‐3
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78C
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79A

79B
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79A‐1

79B‐1

79C‐1

79A‐2

79A‐3

79A‐4

79A‐5

79B‐2
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80A
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81C‐3
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81C‐5

84

1‐3 1‐5

「０」減額なし

「２」均等割額を２割減額

「５」均等割額を５割減額

「７」均等割額を７割減額

83B

83C

83A‐1

83B‐1

83C‐1

83A‐2

83B‐2

83C‐2

83A‐3

83B‐3

83C‐3

83A‐4

83B‐4

83C‐4
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75A‐
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75B‐2
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75C‐2
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75C‐4

75A‐5

75B‐5

75C‐5

83A

下記の③各保険料の合算額です。

計

41‐1

47

37

差引増減額（ＢーＡ）

46‐142‐1 43‐1 45‐144‐1

48

38

B 36
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‐10

‐11
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‐4

‐5
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‐9

‐10

‐11

‐12
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‐3
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‐6

‐7

‐8

‐9

‐10

‐11

‐12

‐2

‐3

‐4

‐5

‐6

‐7

‐8

‐9

‐10

‐11

‐12

535251

39 40

73

74

72

49 50
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‐4
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NLP SPACING CHART (HIGH==>80 LINES=13INCHES：WIDE==>10INCHES)  [Excel:High=14.25, Wide=0.85, Scale=95%]
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帳
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子ども世帯減免承認決定通知書（バッチ）
更

新

者

更

新

日

平 成 26 年 12 月 4 日

9 10

帳 票 レ イ ア ウ ト 賦 課 サ ブ シ ス テ ム
作

成

者

作

成

日

平 成 26 年 2 月 4 日
ドキュメント

番号
ＲＣＩＤ１０－ＸＸＸ－ＸＸ
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発
行
局
課

整理番号

通知年月日

世帯主氏名

公印

う

円

円

円

１ 減 免 額 ２ 各納期の減免

お問合せの際にはこの番号をお知らせください。

注 意 この処分について分からないことがあるときは、区役所保険年金課保険係にお問い合わせください。

に、文書又は口頭で神奈川県国民健康保険審査会（神奈川県庁内）に審査請求をすることができます。

この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内１

算して６か月以内に横浜市を被告として（訴訟において横浜市を代表する者は横浜市長となります。）処

この審査請求に対する裁決があり、なお不服があるときは、裁決があったことを知った日の翌日から起２

分の取消しの訴えをすることができます。

ができません。ただし、次のいずれかの場合には審査請求に対する裁決を経ないで、訴えを提起すること

処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起すること３

ができます。

①審査請求をした日から３か月を経過しても裁決がないとき。

②処分、処分の執行、又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
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「額変更」
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の打ち分け。

左づめ。

41

42

「承認の内容」

「変更の内容」

「取消の内容」

の打ち分け。

「決定した減免

額△」
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43

「減免前保険料
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「取消前保険料

額△」
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44
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「取消後保険料額
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45

「△減免前保険
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「△取消前保険
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の打ち分け。

46

「減△△免△△額△」

「△変更後減免額△」

「△減免取消額△△」

の打ち分け。

「△減免後保険料△」

「△取消後保険料△」

の打ち分け。
48

「備考△△」

「変更理由」

「取消理由」

の打ち分け。

49

この範囲は全て１

行下へ移動
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ダミー

ダミー

振替口座
番　　号

加入者名 横浜市会計管理者

00250-0-960092振替口座
番　　号

加入者名 横浜市会計管理者

00250-0-960092

被保険者証番号

指定期限

算出基礎年度

発行日

保険料額

納　期

円

月期

月期

発行年度・期

保険料額

保 険 料 額

発行年度・期

納付義務者氏名

指定期限

納付義務者氏名

指定期限

発行局課 保険年金課
領収日付印 領収日付印領収日付印

（お問い合わせ先）

（金融機関等・コンビニ店舗保管） （納付者保管） （収入印紙不要）（区役所・コンビニ本部保管） 収納代行業者：株式会社電算システム 収納代行業者：株式会社電算システム

納付義務者氏名

横浜市 国民健康保険料督促状

横浜市 国民健 康保険 料

横浜市 国民健康保険料納付書兼領収書
公

　上記の保険料が未納となっています。
　指定期限までに上記の金額を、同封の納付書により、
納付書裏面に記載の取扱金融機関等で納めてください。

原 符
月期

バーコードのない納付書では、コンビニエンスストアではお取り扱いできません。

横浜 市 国民健康保険料
公 受 入 済 通 知 書

円

円

指定期限
発行局課 保険年金課

整理年月日

郵便局取りまとめ店
〒224-8794

横浜貯金事務センター

コンビニエンスストア
各 本 部

保険料は納期限までに納付されるようお願いいたします。
金融機関等に納付されてから、本市（区役所）で事務処理を行うまで日数を必要とします。
すでに納められている場合は、行き違いですのでご容赦ください。

月期

円

納付義務者氏名

保険料額

　指定期限までに、本書により上記の金額を、裏面記載
の取扱金融機関等で納めてください。
　なお、納付書１枚あたりの金額が30万円を超える場合
は、コンビニエンスストアではお取り扱いできません。

横浜市指定金融機関
横浜市収納代理金融機関
関 東 各 都 県 内 及 び
山 梨 県 内 の 郵 便 局
横 浜 市 出 納 機 関
コンビニエンスストア

発行日

左記のとおり領収しました。

発
行
局
課

発
行
局
課

51-328-Ｓ87　1A
横浜市役所

国保保険料　OCR督促状
2018.09.04　Pro4-OBF（CS5）

51-328-Ｓ87　1A

DIC 000

ＸＸ ９

ＸＸ ９

ＸＸ ９

9 12 18 28・39・54　出力桁数変更、印字位置変更
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NLP SPACING CHART (HIGH==>80 LINES=13INCHES：WIDE==>10INCHES) [Excel:High=14.25, Wide=0.85, Scale=95%]
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発
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整理番号
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円

円

円

１ 減 免 額 ２ 各納期の減免

お問い合わせの際にはこの番号をお知らせください。

注 意 この処分について分からないことがあるときは、区役所保険年金課保険係にお問い合わせください。

に、文書又は口頭で神奈川県国民健康保険審査会（神奈川県庁内）に審査請求をすることができます。

この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内１

算して６か月以内に横浜市を被告として（訴訟において横浜市を代表する者は横浜市長となります。）処

この審査請求に対する裁決があり、なお不服があるときは、裁決があったことを知った日の翌日から起２

分の取消しの訴えをすることができます。

ができません。ただし、次のいずれかの場合には審査請求に対する裁決を経ないで、訴えを提起すること

処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起すること３

ができます。

①審査請求をした日から３か月を経過しても裁決がないとき。

②処分、処分の執行、又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
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１行下へ移動

１行下へ移動

「平成ＮＮ年度」

を追加。

「承認決定」

「額変更」

「額取消」

の打ち分け。

左づめ。

41

42

「承認の内容」

「変更の内容」

「取消の内容」

の打ち分け。

「決定した減免

額△」

「変更した減免

額△」

「取消した減免

額△」

の打ち分け。

43

「減免前保険料

額△」

「取消前保険料

額△」

の打ち分け。

44

「減免後保険料額

△」

「取消後保険料額

△」

の打ち分け。

45

「△減免前保険料

△」

「△取消前保険料

△」

の打ち分け。

46

「減△△免△△額△」

「△変更後減免額△」

「△減免取消額△△」

の打ち分け。

47
「△減免後保険料△」

「△取消後保険料△」

の打ち分け。

48

「備考△△」

「変更理由」

「取消理由」

の打ち分け。

49

この範囲は全て１

行下へ移動
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